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企画・制作　山梨新報社営業部　掲載50音順

2025年(令和７年)　11 月 28 日(金曜日)

12月2日㊋は「社労士の日」

身近な相談窓口 社会保険労務士
労働や人事労務管理の専門家である「社会保険労務士」。採用から退職まで働く人々を支えている。

働き方改革の推進やデジタル化への取り組みなど、昨今の情勢からその役割がいっそう注目されている。

働く人と企業をつなぐ“頼れる味方” 社労士

人材確保や育児・介護の両立支援など解説

私たち社会保険労務士は、「社会保険労務士法」に基づ
く国家資格者であり、労働・社会保険諸法令に関する専門
的知見を有する実務家として、働く人々と企業の双方を
支える使命を担っております。
社労士の使命は、大きく二つに集約されます。一つは、
すべての働く人を「守る」こと。もう一つは、働く人の多様
な希望を「支える」ことです。
「人を大切にする企業」から「人を大切にする社会」へ。
この理念のもと、私たち社労士は、採用から退職に至る
までの労働・社会保険手続きの支援、労働関係法令の遵守

に関する相談・指導をはじめ、「無料相談会」の開催、「総
合労働相談所」や「労働紛争解決センター」での活動、「労
務監査・労働条件審査業務」、さらには学校と連携した「教
育プロジェクト」など、地域社会の課題解決に向けた幅広
い取り組みを行っております。
山梨県社会保険労務士会では、会員一人ひとりが専門
性を発揮し、相互に支え合いながら、誰もが安心して働く
ことのできる持続可能な社会の実現に向け、日々研鑽を
重ねております。
社労士の業務や役割について理解を深めていただき、
皆さまの身近な専門家として、ぜひ社労士をご活用いた
だければ幸いです。

県社会保険労務士会はこのほど「令和7年度山梨県社労
士会セミナー」をアイメッセ山梨で開催しました。会員や
県内企業の総務担当者ら約70人が出席しました。
セミナーでは同会の社労士、斉藤武さんが「『人を大切
にする企業』づくり～魅力ある職場づくりのポイント～」
と題した講演を行いました。人材の確保と採用や定着に
向けたポイント、さらに最低賃金の引き上げ、従業員の育
児や介護の両立支援などについて解説しました。支援制
度の周知や情報の共有化が重要になります。
セミナーと並行して就業規則や労務管理などについて
の無料相談会も実施しました。

山梨県社会保険労務士会 　 会 長  八 巻 俊 道

社労士会セミナー開催 アイメッセ山梨
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